
様々な関係機関の基本的な情報等を掲載しています。
サービス等については変更になる場合がありますので、最新情報は
添付のQRコードから【関連情報へリンク→舞鶴市寄りそい機関一覧冊子】を
クリックし、ご確認ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  令和7年3月
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幼稚園

保育所

池内幼稚園

倉梯幼稚園

志楽幼稚園

ひばり幼稚園

三鶴幼稚園

八雲保育園

やまもも保育園

市立中保育所

624-0955

625-0035

625-0087

丸田２７－１

溝尻１１０６

余部下１０６３

８２－０２７８

６２－０５２４

 ６２－０２９２

８２－０３０２

７７－５４３３

６２－０２９２

 ７５－１９３０

６２－５２２４

６４－３５７４

６２－１１５７

７５－１３１６

７５－１９７１

６２－５８８４

６４－３５９４

６４－０３８０

７６－８８８６

624-0806

625-0054

625-0024

625-0062

624-0841

布敷１２０－３

七条中町８－２

田中町３９－１

森１１３７－１

引土２８２

幼稚園名 所在地 電話番号 FAX

保育所名 郵便番号

郵便番号

郵便番号

所在地 電話番号 FAX

幼保連携型認定こども園（認定こども園）　

朝日幼稚園

朝来幼稚園

永福こども園

岡田こども園

さくらこども園

シオン幼稚園

昭光保育園

相愛こども園

平こども園

橘幼稚園

タンポポこども園

なかすじこども園

中舞鶴幼稚園

東山こども園

舞鶴聖母幼稚園

森の子ら幼稚園

ルンビニこども園

市立うみべのもりこども園

市立舞鶴こども園

 ６２－１８７４

６３－３４２６

７５－４００６

６０－２７７８

６２－６９８７

６２－１４３８

６３－４８２１

７５－１０８３

６８－０１０７

６２－５１６８

６４－２７６２

７６－７１２２

６２－５１６６

７６－７３１４

 ７５－１００７

６２－０７４０

７６－３７０３

６２－０４６４

７５－０５２５

６２－７０３３

６３－９０５５

７５－４０１６

８３－０８７８

６４－０９９３

７７－７２５１

６２－１５３５

７５－１２３３

６０－５８６０

６２－５４６９

６４－２７６３

７６－７１２５

６２－５３６６

７７－１６６８

７５－１０７８

７６－４２１０

６２－０３９０

７５－０５２６

625-0036

625-0003

624-0821

624-0102

625-0054

625-0036

625-0036

624-0923

625-0132

625-0036

625-0026

624-0821

625-0083

624-0906

624-0913

625-0066

624-0929

625-0036

624-0854

浜７９６

吉野４９９－３

公文名６３

志高７０

七条中町８－２０

浜４０

浜２１１

魚屋２３４－１

中田４４０－１

浜６８２

泉源寺２２３

公文名３４４

余部上１１６－３

倉谷９６１－１

上安久３８１

丸山口町２４

寺内９０

浜２０２２

円満寺１００－４

こども園名 所在地 電話番号 FAX
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新舞鶴小学校

三笠小学校

倉梯小学校

倉梯第二小学校

与保呂小学校

志楽小学校

朝来小学校

大浦小学校

中舞鶴小学校

明倫小学校

吉原小学校

余内小学校

池内小学校

中筋小学校

福井小学校

高野小学校

岡田小学校

由良川小学校

青葉中学校

白糸中学校

和田中学校

城南中学校

城北中学校

若浦中学校

加佐中学校

６２－４６４３

６２－０５３８

６２－０１８３

６３－５２５６

６２－０１９４

６２－４６９０

６２－０８１３

６８－０００２

６２－３６５６

７５－１２２５

７５－０３３４

７５－０３７９

７５－１２４２

７５－０３７２

７５－０５３９

７５－０７６８

８２－００２４

８２－００１３

６２－４６１２

６２－３５６３

６２－０５０７

７５－０１３７

７５－０１５８

６４－０８００

８３－０００４

６２－４６４４

６２－９５２３

６２－０２８４

６３－６４９１

６２－０３００

６５－４１４５

６５－３１９１

６８－０００７

６２－３６５７

７５－１２２６

 ７８－２２３２

 ７５－０４９３

 ７５－１２６６

 ７５－７１２６

 ７８－２２１３

 ７８－３０５０

 ８２－０３８４

８２－０３５３

６３－９６４６

６２－３５６４

６２－０５４４

７５－２３５１

７５－５１８４

６４－３９０１

８３－３２０１ 

625-0035

625-0060

625-0052

625-0052

625-0074

625-0020

625-0005

625-0133

625-0083

624-0855

624-0921

624-0906

624-0806

624-0821

624-0946

624-0832

624-0103

624-0955

625-0052

625-0036

625-0085

624-0823

624-0853

625-0007

624-0117

溝尻１２００－４

桃山町１５－１

行永２９１

行永７

与保呂４８

小倉６０

朝来中５４５－１

平１５８３

余部上１２０

北田辺１２８－１

東吉原６１３

倉谷３０

布敷１２０－１

公文名４９０

下福井７０２－１

高野台１ー１

久田美９３０

丸田７４

行永１８１０

浜８４０

和田６４０－４

京田３０

南田辺１２８

大波下１８

岡田由里２０

学校名 郵便番号 所在地 電話番号 FAX

小・中学校

小

　
　

 

　

学

　

 

　
　

校

中 
　
学 
　 

校

施設名 所在地 電話番号 FAX

児童養護施設

 舞鶴学園

舞鶴双葉寮

 ６２－１３１５

 ６２－０１２２

 ６２－２１５９

６６－２７５０

625-0026

625-0060

泉源寺２２３

桃山町７－５

郵便番号
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施設名 郵便番号 所在地 電話番号 FAX

療育、行政機関等

625-0052

620-0881

612-8416

620-0035

624-0812

624-0906

625-0083

624-0814

625-0052

624-0814

625-0052

624-0841

625-0056

625-0083

624-0946

624-0903

625-0087

625-0014

625-0087

624-0841

625-0087

625-8555

〃

624-0854

６３－４８６５

０７７３－２２－３６２３

０７５－６４４－６５６５

０７７３－２４－４４３９

７８－３１３３

７５－０８０６

６４－５７９８

０８０－２４１２－５５４７

６８－９０７０

０８０－１４４２－４２４２

６８－９１３０

７８－３２５６

７７－５５５２

７７－５６３１

７５－９１５５

０８０－２８３５－３１９４

６５－４１００

６４－３７６６

６４－３９１１

７８－３２５６

６８－９１５５

６６－１０３１

６６－１０９４

６８－９５１０

６３－４８６７

０７７３－２２－３７４６

０７５－６４４－６５６７

０７７３－４５－８５８５

７８－３１３５

７６－７７４６

６２－９１７１

６８－９０７１

６８－９１３１

７８－３２５８

７７－５５６２

７７－５６４１

７５－９１５７

６２－９５４６

６４－３６５８

６４－３９１２

７８－３２５８

６６－２１４０

６２－９８９７

６２－７９５７

７５－０５２６

※１  児童発達支援・放課後等ﾃ ｲ゙ｻｰﾋﾞｽ・保育所等訪問支援・相談支援
※２  児童発達支援・保育所等訪問支援・相談支援
※３  放課後等ﾃ ｲ゙ｻｰﾋﾞｽ・相談支援
※４  放課後等ﾃ ｲ゙ｻｰﾋﾞｽ
※５  相談支援

（※1）

（※2）

（※3）

（※4）

（※4）

（※4）

（※4）

（※4）

（※4）

（※4）

（※4）

（※5）

（※5）

（※5）

（※5）

京都府立
舞鶴こども療育センター

京都府北部家庭支援センター
（福知山児童相談所）

京都府発達障害者
支援センター はばたき

発達障害者中丹圏域
支援センター

京都府立舞鶴支援学校
トータルサポートセンター

京都府中丹東保健所

舞鶴こども発達支援施設
さくらんぼ園

もくもくハウス

にこにこ

もくもくケア

ひだまり

みらいポケットまいづる

ぐるんぱ

どんぐりひろば

あいあい

りんごの木

舞鶴市障害者
生活支援センター

地域生活支援センター
みずなぎ

舞鶴市聴覚言語障害者
支援センター

みらいコンパスまいづる

舞鶴市こども家庭センター

舞鶴市学校教育課

舞鶴市子育て応援課

舞鶴市乳幼児教育センター

行永２４１０番地３７
（舞鶴医療センター南側隣接地）

福知山市字堀小字内田１９３９－１

京都市伏見区竹田流池町１２０

福知山市字内記１００番地
ハピネスふくちやま２階

堀４－１

倉谷１３５０－２３

下福井２－１０

天台３３－２２

余部上１８６ 大橋医院２階

余部上８２１

行永１７９２

万願寺９７コーポ藤Ⅰ １０１・１０２号

行永７６２－１

倉梯町１８－４
ライフステージ広瀬倉梯１階

万願寺９７－１４コーポ藤Ⅱ １０２号

引土１９－５
グランマーレせいほう ２階

余部下１１８３－９

鹿原７７２－１

余部下１１６７ 中総合会館内

引土１９－５

円満寺１００－４

余部下１１６７

北吸１０４４

　　〃
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京
都
府
立
舞
鶴
支
援
学
校

ト
ー
タ
ル
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

行
永
２
４
１
０
番
地
３
７

京
都
市
伏
見
区
竹
田

流
池
町
１
２
０

（
京
都
府
精
神
保
健
福
祉

 総
合
セ
ン
タ
ー
内
）

所
　
在
　
地

福
知
山
市

字
内
記
１
０
０
番
地

ハ
ピ
ネ
ス

ふ
く
ち
や
ま
２
階

倉
谷
１３
５０
－
２３

京
都
府
中
丹
東
保
健
所

福
知
山
市

障
害
者
生
活
支
援

セ
ン
タ
ー
「
青
空
」

堀
4 －
1

０７
５－
６４
４－
６５
６５

０７
７３
－２
４－
４４
３９

７５
－
０８
０６

成
長
や
発
達
に
支
援
が
必
要
な
こ
ど
も
に
つ
い
て
、週
1回
（
午
前
か
午
後
）、
運
動
や
社
会
性
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
、認
知
な
ど
を
内
容
と
す
る
療
育
を
行
い
ま
す
。ま
た
、保
護
者
相
談
や
学
習
会
の
ほ
か
、相
談
支
援
事

業
所
・
保
育
所
等
訪
問
支
援
事
業
所
と
し
て
取
組
を
行
い
ま
す
。

学
習
面
や
生
活
面
で
の
困
り
ご
と
・
気
に
な
る
こ
と
、特
別
支
援
教
育
に
係
る
相
談
を
行
っ
て
い
ま
す
。所
属

園
・
校
の
先
生
を
通
じ
て
御
連
絡
く
だ
さ
い
。

舞
鶴
医
療
セ
ン
タ
ー
に
入
院
し
て
い
る
こ
ど
も
の
支
援
に
つ
い
て
は
、行
永
分
校（
63
-6
70
0）
ま
で
御
連
絡

く
だ
さ
い
。

中
丹
圏
域（
舞
鶴
市
・
綾
部
市
・
福
知
山
市
）の
発
達
障
害
に
関
わ
る
相
談
を
受
け
て
い
ま
す
。

地
域
支
援
マ
ネ
ジ
ャ
ー
と
し
て
、身
近
な
相
談
機
関
で
あ
る
市
町
村
や
相
談
機
関
と
協
力
し
て
支
援
を
行
な
っ

た
り
、必
要
に
応
じ
て
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
す
る
セ
ン
タ
ー
で
す
。

発
達
障
害（
自
閉
症
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
、注
意
欠
陥
／
多
動
性
障
害
、学
習
障
害
等
）の
あ
る
方
と
そ
の
ご
家
族
が
、

地
域
の
な
か
で
安
心
し
て
よ
り
豊
か
に
生
活
で
き
る
よ
う
に
支
援
す
る
セ
ン
タ
ー
で
す
。

発
達
の
遅
れ
や
身
体
に
障
害
の
あ
る
こ
ど
も
の
療
育
施
設
で
、府
内
唯
一
の
肢
体
不
自
由
児
施
設
。医
師
や
リ

ハ
ビ
リ
ス
タ
ッ
フ
等
に
よ
る
診
察
と
療
育
を
行
い
ま
す
。

　
※
医
療
施
設
の
た
め
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
資
格
確
認
書
の
提
示
と
診
察
料
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

子
育
て
の
悩
み
等
に
応
じ
る
た
め
、相
談
員
に
よ
る
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
行
い
ま
す
。

ま
た
、指
定
難
病
お
よ
び
小
児
慢
性
特
定
疾
病
の
医
療
や
療
養
生
活
に
関
す
る
窓
口
を
担
っ
て
い
ま
す
。

中 丹 圏 域

巻
末
資
料

発
達
支
援
関
連
施
設
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施
　
設
　
名

所
　
在
　
地

電
　
話

ど
ん
な
と
こ
ろ
？

通 級 指 導 教 室

新
舞
鶴
小
学
校

溝
尻
１
２
０
０
－
４

６２
－
４６
４３

言
葉
や
情
緒
面
に
課
題
が
あ
っ
た
り
、
発
達
障
害
が
あ
っ
た
り
す
る
児
童
が
通
級
。
隔
週
ま
た
は
週
１
～
２
回
、

小
集
団
・
個
別
で
学
習
し
ま
す
（
４
５
分
程
度
）。
他
校
か
ら
通
級
す
る
場
合
は
、
保
護
者
の
付
き
添
い
が
原
則

と
な
り
ま
す
。

倉
梯
小
学
校

行
永
２
９
１

６４
－
０２
２７

志
楽
小
学
校

小
倉
６
０

６２
－
４６
９０

明
倫
小
学
校

北
田
辺
１
２
８
－
１

７５
－
５５
６２

余
内
小
学
校

倉
谷
３
０

７５
－
０３
７９

中
筋
小
学
校

公
文
名
４
９
０

７５
－
０３
７２

青
葉
中
学
校

行
永
１
８
１
０

６２
－
４６
１２

生
徒
の
特
性
に
応
じ
た
、
自
立
活
動
の
支
援
や
個
別
の
学
習
内
容
や
方
法
で
学
習
し
ま
す
。
他
校
か
ら
の
通
級

も
可
能
で
す
。

白
糸
中
学
校

浜
８
４
０

６２
－
３５
６３

城
南
中
学
校

京
田
３
０

７５
－
０１
３７

城
北
中
学
校

南
田
辺
１
２
８

７５
－
０１
５８

特 別 支 援 学 校

京
都
府
立

舞
鶴
支
援
学
校

堀
４
－
１

７８
－
３１
３３

舞
鶴
市
を
校
区
と
し
て
、
小
学
部
か
ら
高
等
部
ま
で
の
知
的
障
害
や
肢
体
不
自
由
な
ど
の
障
害
の
あ
る
児
童
・

生
徒
が
学
ぶ
総
合
的
な
特
別
支
援
学
校
で
す
。
行
永
分
校
に
は
、
小
学
部
と
中
学
部
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

隣
接
の
医
療
セ
ン
タ
ー
に
入
院
、
並
び
に
舞
鶴
こ
ど
も
療
育
セ
ン
タ
ー
に
入
所
の
児
童・
生
徒
が
学
ぶ
学
校
で
す
。

京
都
府
立
聾
学
校

舞
鶴
分
校
　

南
田
辺
８
３

７５
－１
０９
４

聴
覚
に
障
害
の
あ
る
幼
稚
部
、
小
学
部
の
こ
ど
も
が
通
学
し
ま
す
。
中
学
部
、
高
等
部
は
、
府
立
聾
学
校
（
京

都
市
右
京
区
）
に
あ
り
ま
す
。
分
校
内
に
は
、
地
域
支
援
セ
ン
タ
ー
「
京
都
府
北
部
聴
覚
支
援
セ
ン
タ
ー
」
が

あ
り
、
聞
こ
え
の
教
育
相
談
や
聴
覚
障
害
の
あ
る
乳
幼
児
、
児
童
・
生
徒
へ
の
支
援
を
行
い
ま
す
。

京
都
府
立
盲
学
校

舞
鶴
分
校
は
休
校
中
で
す

見
え
方
の
教
育
相
談
や
視
覚
障
害
の
あ
る
乳
幼
児
、
児
童・
生
徒
へ
の
支
援
に
つ
い
て
は
、
舞
鶴
支
援
学
校
ト
ー

タ
ル
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
が
対
応
し
ま
す
。

舞
鶴
市
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー

余
部
下
１
１
６
７

６８
－
９１
５５

乳
幼
児
健
康
診
査
や
相
談
事
業
を
通
じ
て
、
疾
病
や
障
害
の
早
期
発
見
に
努
め
る
と
と
も
に
、
発
達
面
で
支

援
が
必
要
な
こ
ど
も
に
対
し
て
、
あ
そ
び
の
教
室
や
発
達
相
談
な
ど
を
実
施
し
、
親
子
の
支
援
を
行
い
ま
す
。

舞
鶴
市
乳
幼
児
教
育
推
進
課

北
吸
１
０
４
４

６６
－１
００
９

保
育
所
・
認
定
こ
ど
も
園
の
入
所
・
入
園
に
関
す
る
相
談
と
受
付
を
行
い
ま
す
。

舞
鶴
市
乳
幼
児
教
育
セ
ン
タ
ー

円
満
寺
１
０
０
－
４

６８
－
９５
１０

家
庭
や
地
域
、
保
育
所
・
幼
稚
園
・
認
定
こ
ど
も
園
等
に
お
け
る
０
歳
か
ら
就
学
前
の
こ
ど
も
の
乳
幼
児
教
育
・

発
達
支
援
に
関
し
て
サ
ポ
ー
ト
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
し
て
い
ま
す
。
一
人
一
人
の
こ
ど
も
の
健
や
か
な
成
長
・
発

達
を
目
指
し
、
園
の
保
育
者
等
へ
の
研
修
や
園
訪
問
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

舞
鶴
市
子
育
て
応
援
課

北
吸
１
０
４
４

６６
－１
０９
４

国
の
制
度
に
基
づ
く
各
種
手
当
や
、
障
害
者
総
合
支
援
法
に
基
づ
く
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
窓
口
を
担
っ
て
い
ま
す
。
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　障害者手帳の等級や条
件により、サービスを受けら
れない場合がありますので、
詳細については右記までお
問い合わせください。

子育て応援課
　　　　　TEL（０７７３）６６－１０９４

１．医療の給付について（④⑤の申請窓口は、京都府中丹東保健所）

制　　　度 内　　　容

重度心身障害児が保険による医療を受けた場合、医療費の自己
負担額（入院中の食事代等自己負担分を除く）を補助。（所得制
限あり）

重度心身障害児の医療費の助成
（※身体障害者手帳または療育手帳が必要）

①

身体の機能障害を除去又は軽減し、日常生活や職業生活に適応
するように改善する医療を指定の医療機関で受ける場合に医療
費の一部を公費負担。（所得に応じて負担上限月額の設定あり）

自立支援医療
（育成医療）

②

指定医療機関へ精神障害の医療のために通院する場合、医療費
の一部を公費負担。（所得に応じて負担上限月額の設定あり）

自立支援医療
（精神通院）

③

小児慢性特定疾病に対する医療⑤

入院、通院等の医療系サービスに要する費用を公費負担。
（所得に応じて負担上限月額の設定あり）

入院、通院に要する費用を給付。
（所得に応じて負担上限月額の設定あり）

指定難病に対する医療④

２．手当等について

制　　　度 内　　　容

身体または知的に重度の障害があるため、日常生活において常
時介護を必要とする20歳未満の在宅の重度障害児に支給（所
得制限あり）。

障害児福祉手当

①

②

中度以上の障害のある20歳未満の在宅児童を養育する保護者へ
支給（所得制限あり）。

特別児童扶養手当

③ 心身障害児の保護者が加入して一定の掛金を納め、加入者が死
亡又は重度障害になった場合、心身障害児に終身給付金を支給。

心身障害者扶養共済制度

《 問い合わせ 》

舞鶴市役所

◎医師の診断書や意見書、身
　体障害者手帳または療育手
　帳の所持により、受けること
　ができるサービスです。

舞鶴市における障害福祉サービス等について
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３．補装具や日常生活用具の給付等について

制　　　度 内　　　容

障害等の身体機能を補完し、または代替し、かつ長期間にわたり継続し
て使用される補装具（義肢、装具、車いす、補聴器など）の購入や修理に
係る費用を支給。市町村民税課税世帯のみ費用の１割を自己負担（所得
に応じて負担上限月額あり）

補装具①

日常生活の便宜を図るための用具（特殊マット、訓練イス、入浴補助用具、
頭部保護帽、移動・移乗支援用具、電気式たん吸引器、点字器、紙おむつ、
住宅改修など）を給付。市町村民税課税世帯のみ費用の１割を自己負担。

日常生活用具②

◆税の控除

制　　　度 内　　　容

障害者控除（一人につき所得控除26万円）
特別障害者控除（一人につき所得控除30万円）
前年の合計所得金額が135万円以下の障害者は非課税

住民税

①

②

障害者控除（一人につき所得控除27万円）
特別障害者控除（一人につき所得控除40万円）

所得税

③ 障害児のために使用する自家用自動車（障害児1人1台）の減免自動車税、自動車取得税

日常生活の便宜を図るため、障害のある部分を補う用具（補装具）や日常生活用具を給付する。
障害種別や手帳の等級により給付できるものは異なります。

４．身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳による
　各種の福祉サービスについて

◆交通機関等の割引

制　　　度 内　　　容

5割引

1割引

5割引

航空会社、路線により割引率が異なる　

5割引

JR・丹鉄運賃の割引

タクシー運賃の割引

バス運賃の割引

航空運賃の割引

有料道路の通行料金の割引

①

②

③

④

⑤

◆各種料金の減免

制　　　度 内　　　容

非課税世帯は全額免除

無料案内

入館料・使用料の割引

半額免除

NHK放送受信料

104無料番号案内

施設利用料

市営駐車場

①

②

③

④

　（手帳の等級や条件により、受けられない場合があります。）

。
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５．障害福祉サービスについて

制　　　度 内　　　容

自宅での入浴や排泄、食事の介護等を行う。①

② 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め、施設で
入浴や排泄、食事の介護等を行う。

６．児童通所支援について

制　　　度 内　　　容

①

②

日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行う。

授業終了後または休日に、生活能力の向上のために必要な訓練・社会
との交流を行う。

７. 相談支援事業について

制　　　度 内　　　容

① 児童通所支援等を利用する児童や保護者の方の思いや願い、１週間の生活スタ
イルをもとに、児童支援利用計画の作成および見直し（モニタリング）を行う。

相談支援事業

障害者就業・生活支援センターわかば

◎本人および家族からの申請を受け、状況に合わせて舞鶴市が支給決定するサービスです。

８．その他、関係機関の事業について

関係機関 内　　　容

育児や発達に関する個別相談や乳幼児健診後のあそびの教室（未就園児対象）を実施。舞鶴市こども家庭センター①

所属園・校の教職員を通じて、学習面や生活面での困りごと・気にな
ること、特別支援教育に係る相談に応じる。

京都府立舞鶴支援学校
トータルサポートセンター④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

発達全般に関する個別相談に応じる。

18歳以上の方を対象に、仕事やその仕事を支える暮らしについての相談に応じる。

舞鶴市障害者生活支援センター 各種福祉サービス、福祉支援制度に関する相談に応じる。

舞鶴市聴覚言語障害者支援センター 聴こえに障害のある方（こどもから大人まで）の日常生活について相談に応じる。

障害者地域生活支援センター
ほのぼの屋

各種福祉サービス、福祉支援制度に関する相談に応じる。

地域生活支援センターみずなぎ 障害のある方や障害のあるこども、そのご家族の相談に応じる。

舞鶴こども発達支援施設 さくらんぼ園③

幼稚園・保育所・認定こども園を巡回し、支援方法等へのアドバイス
を行う。
未就園児とその親を対象とした集団生活を体験する場の提供。年中・
長児とその親を対象としたソーシャルスキルを体験する場の提供。 

舞鶴市乳幼児教育センター②

◎育児や発達全般に関する相談・支援を受けるサービスです。

居宅介護（ホームヘルプ）

短期入所（ショートステイ）

児童発達支援（対象：未就学児）

放課後等デイサービス
（対象：就学児童）

③ 専門職員が保育所や幼稚園、認定こども園、学校等を訪問し、集団生
活適応のための支援や支援者への助言、指導等を行う。

保育所等訪問支援
（対象：就園児および就学児童）
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小学校に入学する前にこどもの学校生活等に関する相談をしたいときはどうすればいいの？

就学前になったら、学校ごとに「就学時健診」（教育委員会から郵送案内。毎年１１月頃に実施）を受
けていただきます。そこで個別に相談する場が設けられていますので、希望者は申し出てください。

教育支援委員会って何？

教育支援委員会は、幼稚園・保育所・認定こども園からの申請を受けて教育相談を行います。教
育相談では、発達検査や面談を通して、幼稚園・保育所・認定こども園、保護者とともにこどもの
教育的ニーズを把握・共有し、こどもの発達や特性に応じた就学先について、検討・助言を行い
ます。教育相談は就学前の７～８月頃に行われますので、申請については幼稚園・保育所・認定
こども園にご相談ください。

通級指導教室って何？どこにあるの？

通級指導教室とは、ことばや発達などに課題のあるこどもに対し、学習上又は生活上の困難
の改善・克服を目的とした指導を行うものです。ことばや発音の指導、体づくりやゲームなど
こどもの状況に合わせた指導を行っています。東地区の小学校は新舞鶴小学校・倉梯小学校・
志楽小学校、中・西地区の小学校は明倫小学校・余内小学校・中筋小学校へ通級します。中学校
では青葉中学校・白糸中学校・城南中学校・城北中学校に設置されています。

特別支援学校って何？

京都府立舞鶴支援学校は、平成１７年に開校され、小学部から高等部までの知的障害や肢体
不自由などの障害のある児童・生徒が通学しています。
行永分校（小学部・中学部）には、隣接する舞鶴医療センター及び舞鶴こども療育センターに
入院・入所している児童・生徒が通学しています。

特別支援教育コーディネーターって何？

特別支援教育コーディネーターは、保護者や関係機関に対する学校の窓口として、また、学校
内の関係者や福祉、医療等の関係機関との連絡調整の役割を担うものとして、位置づけられ
ています。幼稚園・保育園・認定こども園で同様の役割を担うのは、「発達支援コーディネー
ター」です。

特別支援教育支援員って何？

小・中学校において発達障害等のある児童・生徒に対して、学校生活や学習活動上のサポート
を行います。この支援員は、実態に応じて学校に配置されます。幼稚園・保育所・認定こども園
で同様の役割を担うのは、「発達支援員」です。
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個別（教育）支援計画、移行支援計画って何？

個別（教育）支援計画は、関係機関が連携して、保護者と一緒にこどもの成長と発達に係る長
期・短期的な目標をたて、その目標に向かって各機関がどう関わっていくかを表す計画です。
移行支援計画は、保護者・こどもの希望やニーズにそって次の機関（学校など）への移行をス
ムーズに実現するために、関係機関が連携する計画です。市内の全幼稚園・保育所・認定こど
も園、小・中学校で取り組んでいます。

放課後等デイサービスって何？

授業終了後または休日に、生活能力の向上のために必要な訓練・社会との交流を行います。学
校教育法に規定する学校（幼稚園及び大学を除く。）に就学している児童が対象となります。

保育所等訪問支援って何？

幼稚園・保育所・認定こども園、小学校、特別支援学校、その他児童が集団生活を営む施設とし
て、地方自治体が認めた施設を訪問し、児童に集団生活適応のための支援や、訪問先施設のス
タッフに対する支援方法等の指導等を行います。

身体障害者手帳の申請手続きはどうすればいいの？

申請には医師の診断書が必要です。身体障害者手帳に該当するか主治医に確認してください。診
断書の様式は市役所（子育て応援課、西支所）でお渡しします。診断書ができましたら、顔写真（縦
4cm×横3cm）と印鑑を持参して同窓口で申請してください。申請から手帳交付までは約２カ月程度
かかります。

療育手帳の申請手続きはどうすればいいの？

顔写真（縦4cm×横3cm）と印鑑を持参して市役所（子育て応援課、西支所）の窓口で申請してくだ
さい（診断書は必要ありません）。その後、京都府北部家庭支援センター（福知山児童相談所）の判
定面談を受けていただきます。申請から手帳交付までは約4カ月程度かかります。

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っているが、交通機関等の割引を
受けるためにはどうすればいいの？

ＪＲ・丹鉄運賃、タクシー運賃、バス運賃、航空運賃の割引は、利用時に手帳の呈示をしていただき
ますので、事前に申請手続きをする必要はありません。ただし、有料道路通行料金の割引について
は、割引申請およびＥＴＣ利用申請をし、手帳所持者１人につき自家用自動車１台の登録が必要です
ので、事前に市役所（子育て応援課、西支所）の窓口で申請手続きをしてください。
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